
                       

平成２９年 ３月 ２９日 

電力・ガス取引監視等委員会 
 

卸電力取引所の業務規程変更認可に関する 

意見聴取について回答しました 

 
１．概要 

  一般社団法人日本卸電力取引所は、経済産業大臣より卸電力取引所として指定

されており、電気事業法第９９条第１項の規定により、卸電力取引所は、業務規程の

変更を行う場合には、経済産業大臣の認可を取得することとされております。 

平成２９年４月より、ＦＩＴ法改正に伴う FIT電源の市場供出やネガワット取引等の新

たな取組の開始に伴い、卸電力取引所の業務規程を変更する必要があるため、平成

２９年３月２８日に卸電力取引所から経済産業大臣に対し、業務規程変更認可申請

が行われました。 

卸電力取引所の業務規程変更申請については、電気事業法第６６条の１０第１項

第５号の規定により、電力・ガス取引監視等委員会の意見聴取事項とされているため、

平成２９年３月２８日付けで経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会へ意見聴

取が行われました。 

本日、経済産業大臣から意見聴取のあった業務規程変更認可申請について、当

委員会において審査を行ったところ、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係

る審査基準等」（平成１２０５２９資第１６号）第１．１．（４４）に規定する基準に適合する

と判断したため、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたしま

す。 
 
２．添付資料 

卸電力取引所の業務規程の変更の認可について（回答） 

 

 

 

 

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見聴取を受けた卸電

力取引所の業務規程変更認可に関する審査を行い、「電気事業法に基づく経済産

業大臣の処分に係る審査基準等」（平成１２０５２９資第１６号）第１．１．（４４）に規定

する基準に適合することを回答いたしました。 
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